
新 旧 条 文 対 照 表 

 
新 旧 

第１条～第５条 略 

 

（被選挙権を有しない者） 

第６条 略 

（１） 法第１１８条第１項各号のいずれかに 

該当する者 

（２） 日本国外にあるものであって、その期間が 

３月以上の者 

（３）削る 

 

 

第７条～第８条 略 

 

第９条 略 

２   削除 

 

第１０条～第１５条 略 

 

 （通常組合会） 

第１６条  通常組合会は、毎年２月及び７月に招集す 

ることを常例とする。 

 

（臨時組合会） 

第１７条  理事長は、議員の定数の３分の１以上の者 

     から会議の目的である事項を示して組合 

会の招集の請求があったときは、その請求 

のあった日から２０日以内に臨時組合会 

を招集しなければならない。 

２  前項のほか、理事長は、必要があるときは、 

いつでも臨時組合会を招集することがで 

きる。 

 

（組合会招集の手続） 

第１８条  理事長は、組合会の招集を決定したとき 

は、緊急を要する場合を除き、議員に対し 

て、開会の日から少なくとも６日前に招 

集状を送付しなければならない。 

第１条～第５条 略 

 

（被選挙権を有しない者） 

第６条 略 

（１）法第３条第４項の規定による被保険者 

 

（２）法第１１８条第１項各号のいずれかに 

該当する者 

（３）日本国外にあるものであって、その期間が 

３月以上の者 

 

第７条～第８条 略 

 

第９条 略 

２   削る 

 

第１０条～第１５条 略 

 

（通常組合会） 

第１６条  通常組合会は、毎年２月及び７月に召集す 

ることを常例とする。 

 

（臨時組合会） 

第１７条 理事長は、議員の定数の３分の１以上の者 

     から会議の目的である事項を示して組合 

会の招集の請求があったときは、その請求 

のあった日から２０日以内に組合会を招集 

しなければならない。 

２  前項のほか、理事長は、必要があるときは、 

いつでも臨時組合会を召集することがで 

きる。 

 

（組合会招集の手続） 

第１８条  理事長は、組合会の招集を決定したとき 

は、緊急を要する場合を除き、議員に対し 

て、開会の日から少なくとも６日前に召 

集状を送付しなければならない。 



 ２ 略 

   ３ 略 

 

第１９条～第２２条 略 

 

（会議録の作成） 

第２３条  略 

（１） 略 

（２） 略 

（３） 出席した互選議員の氏名・人数、選

定議員の氏名・人数、書面及び代理

人をもって議決権又は選挙権を行

使した議員の氏名・人数、並びに代

理を受けた議員の氏名 

（４） 略 

（５） 略 

 

第２４条～第２５条 略 

 

（監事） 

第２６条 削る 

 

 

（理事の定数） 

第２６条 略 

 

（理事及び監事の任期） 

第２７条 略 

 ２～５ 略 

 

（理事、理事長及び監事の選挙） 

第２８条 理事、理事長及び監事は、無記名投票によ 

る選挙により行わなければならない。た 

だし、候補者の数が選挙すべき理事、理事 

長及び監事の定数を超えない場合は、この 

限りでない。 

   ２ 略 

 

（理事会の構成） 

第２９条 略 

   ２ 略 

   ３ 略 

 

第１９条～第２２条 略 

 

（会議録の作成） 

第２３条  略 

（１） 略 

（２） 略 

（３） 出席した互選議員の氏名・数、選定

議員の氏名・数、書面及び代理人 

をもって議決権又は選挙権を行使 

した議員の氏名・数、並びに代理 

を受けた議員の氏名 

（４） 略 

（５） 略 

 

第２４条～第２５条 略 

 

（監事） 

第２６条 法第２１条の規定に基づき、この組合に 

     監事を置く。 

 

（理事の定数） 

第２７条 略 

 

（理事及び監事の任期） 

第２８条 略 

 ２～５ 略 

 

（理事、理事長及び監事の選挙） 

第２９条 理事、理事長及び監事は、無記名投票により 

行わなければならない。ただし、候補者の数 

が選挙すべき議員の定数を超えない場合は、 

この限りでない。 

 

２ 略 

 

（理事会の構成） 

第３０条 略 



 

（理事会の招集の手続き） 

第３０条 略 

 

（理事会の決定事項） 

第３１条 略 

 

（理事会の議事） 

第３２条 略 

 

 

（理事会の会議録） 

第３３条 略 

 

（理事長の職務） 

第３４条 理事長は、組合の事務を総理し、第３１条 

     の規定により理事会において決定する事項 

     以外の事項について決定する。 

 

（常務理事及びその職務） 

第３５条 略 

２ 略 

 

（監事の職務） 

第３６条 略 

 

（理事長の専決） 

第３７条 略 

２ 略 

 

（理事長の事務委任） 

第３８条 理事長は、第３４条に規定する事務の一部 

     を常務理事に委任することができる。 

 

（理事長の職務代理） 

第３９条 略 

 

（理事、理事長、常務理事及び監事の就任） 

第４０条 略 

２ 略 

 

（理事会の招集の手続き） 

第３１条 略 

 

（理事会の決定事項） 

第３２条 略 

 

（理事会の議事） 

第３３条 略 

 

 

（理事会の会議録） 

第３４条 略 

 

（理事長の職務） 

第３５条 理事長は、組合の事務を総理し、第３２条 

     の規定により理事会において決定する事項 

     以外の事項について決定する。 

 

（常務理事及びその職務） 

第３６条 略 

２ 略 

 

（監事の職務） 

第３７条 略 

 

（理事長の専決） 

第３８条 略 

２ 略 

 

（理事長の事務委任） 

第３９条 理事長は、第３５条に規定する事務の一部 

     を常務理事に委任することができる。 

 

（理事長の職務代理） 

第４０条 略 

 

（理事、理事長、常務理事及び監事の就任） 

第４１条 略 

２ 略 



 

（理事、監事の旅費及び報酬補償） 

第４１条 略 

 

（職員） 

第４２条 略 

２ 略 

 

（組合員の範囲） 

第４３条 略 

 

（標準報酬） 

第４４条 被保険者の報酬月額につき法第４１条第１ 

     項、法第４２条第１項、法第４３条の２第 

１項若しくは法第４３条の３第１項規定 

により算定することが困難であるとき、 

又は法第４１条第１項、法第４２条第１ 

項、法第４３条第１項、法第４３条の２第 

１項若しくは法第４３条の３第１項の規 

定により算定した額が著しく不当である 

ときは、理事会の定める方法により算定 

する。 

２ 略 

 

（現物給与等の算定） 

第４４条の２ 略 

 

（保険料及び調整保険料の負担割合） 

第４５条 略 

 

（介護保険料の負担割合） 

第４５条の２ 略 

 

（会計年度独立の原則） 

第４６条 略 

 

（会計年度所属区分） 

第４７条 略   

（１） 略 

（２） 略 

 

（理事、監事の旅費及び報酬補償） 

第４２条 略 

 

（職員） 

第４３条 略 

２ 略 

 

（組合員の範囲） 

第４４条 略 

 

（標準報酬） 

第４５条 被保険者の報酬月額につき法第４１条第１ 

     項若しくは法第４２条第１項の規定により 

     算定することが困難であるとき、又は法第 

     ４１条第１項、法第４２条第１項若しくは 

     法第４３条第１項の規定により算定した額 

     が著しく不当であるときは、理事会の定める 

     方法により算定する。  

 

 

 

２ 略 

 

（現物給与等の算定） 

第４５条の２ 略 

 

（保険料及び調整保険料の負担割合） 

第４６条 略 

 

（介護保険料の負担割合） 

第４６条の２ 略 

 

（会計年度独立の原則） 

第４７条 略 

 

（会計年度所属区分） 

第４８条 略     

（１） 略 

（２） 略 



（３） 略 

（４） 略 

   ２ 略 

（１） 略 

（２） 略 

（３） 略 

（４） 略 

（５） 略 

（６） 略 

 

（予備費の費途） 

第４８条 一般勘定のうち、予備費を充てることので 

きる費途は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 略 

（２） 略 

（３） 略 

（４） 略 

（５） 略 

（６） 略 

（７） 略 

（８） 略 

   ２ 略 

（１） 略 

（２） 略 

 

（準備金の保有方法） 

第４９条  略 

（１） 郵便貯金 

（２） 臨時金利調整法（昭和２２年法律第 

１８１号）第１条第１項に規定する 

金融機関への預貯金又は金銭信託 

（運用方法を特定するものを除

く。） 

（３） 公社債投資信託（外国債を運用の中

心とするもの、又は外貨建外国債を 

運用対象として含むものを除く。） 

 

（４） 国債又は地方債 

（５） 政府保証債又は金融債 

 

（３） 略 

（４） 略 

   ２ 略 

（１） 略 

（２） 略 

（３） 略 

（４） 略 

（５） 略 

    （６）略 

 

（予備費の費途） 

第４９条 予備費を充てることのできる費途は、次の 

     各号に掲げるものとする。 

（１） 略 

（２） 略 

（３） 略 

（４） 略 

（５） 略 

（６） 略 

（７） 略 

（８） 略 

   ２ 略 

（１） 略 

（２） 略 

 

（準備金の保有方法） 

第５０条  略 

（１） 確実な銀行への預金又は郵便貯金 

（２） 信託業務を営む銀行又は信託会社 

への金銭信託（運用方法を特定する 

ものを除く。） 

 

 

（３） 公社債投資信託の受益証券の取得（ 

外国債を運用の中心とするもの、又

は外貨建外国債を運用の対象とし

て含むものを除く。） 

（４） 国債証券又は地方債証券の取得 

（５） 特別の法律により法人の発行する

債券で、その債券に係る債務を政府 



 

 

（６） 担保付社債 

 

 

（７） 抵当証券 

（８） コマーシャルペーパー 

（９） 略 

（１０）健康保険組合が組合の共同 

    目的を達成するために設置する 

施設及び組合の福祉事業として 

行う各種貸付事業への出資金 

     （１１）法第１５０条の規定による施設で 

ある土地及び建物 

 

（１２）削除 

 

   ２ 介護納付金に係る準備金は、原則として前 

     項第１号、または第２号の方法によって 

保有しなければならない。 

 

（準備金以外の積立金の保有方法） 

第５０条 略 

   ２ 前項の規定にかかわらず、退職積立金につ 

いては、その積立総額の２分の１に相当する 

額の範囲内で、組合の役職員が組合から支払     

いを受けることができる退職手当金の額に 

相当する額を限度として、住宅資金等に貸 

付ける方法により保有することができる。 

   ３ 前項の住宅資金等の貸付方法は、組合会の 

     議決を経て別に定める。 

 

（組合財産の管理方法） 

第５１条 略 

 

（公告の方法） 

第５２条 略 

 

（医療機関の指定） 

 第５３条 略 

が保証しているもの又は金融機関

の発行する債券の取得 

（６） 償還及び利子の支払の遅延のない

物上担保付又は一般担保付社債の 

取得 

（７） 抵当証券の取得 

（８） コマーシャルペーパーの取得 

（９） 略 

（１０）健康保険組合が組合の共同 

    目的を達成するために設置する 

施設に対する出資金 

 

（１１）組合間の共同事業として実施する 

    高額医療費及び出産費に係る貸付 

    事業に対する出資金 

（１２）法第１５０条の規定による施設で 

ある土地及び建物の取得 

   ２ 介護納付金に係る準備金は、原則として前 

     項第１号の方法によって保有しなければな 

     らない。 

 

（準備金以外の積立金の保有方法） 

第５１条 略 

   ２ （新設） 

 

 

 

 

 

   ３ （新設）  

 

 

（組合財産の管理方法） 

第５２条 略 

 

（公告の方法） 

第５３条 略 

 

（医療機関の指定） 

第５４条 略 



 

（一部負担金の特例） 

第５４条 略 

 

（一部負担還元金） 

第５５条 略 

 

 

（付加給付） 

第５６条 略 

    （１）～（７）略 

   ２ 略 

   ３ 略 

 

（訪問看護療養費付加金） 

第５７条 略 

   ２ 略 

   ３ 略 

   ４ 略 

 

（家族訪問看護療養費付加金） 

第５８条 略 

   ２ 略 

   ３ 略 

   ４ 略 

 

（傷病手当金付加金） 

第５９条 略 

（１） 略 

（２） 略 

   ２ 略 

（１） 略 

（２）  

   ３ 略 

   ４ 略 

 

（延長傷病手当金付加金） 

第６０条 略 

   ２ 略 

（１） 略 

 

（一部負担金の特例） 

第５５条 略 

 

（一部負担還元金） 

第５６条 略 

 

 

（付加給付） 

第５７条 略 

     （１）～（７）略 

   ２ 略 

   ３ 略 

 

（訪問看護療養費付加金） 

第５８条 略 

   ２ 略 

   ３ 略 

   ４ 略 

 

（家族訪問看護療養費付加金） 

第５９条 略 

   ２ 略 

   ３ 略 

   ４ 略 

 

（傷病手当金付加金） 

第６０条 略 

（１） 略 

（２） 略 

   ２ 略 

（１） 略 

（２） 略 

   ３ 略 

   ４ 略 

 

（延長傷病手当金付加金） 

第６１条  略 

   ２ 略 

（１） 略 



（２） 略 

（３） 略 

（４） 略 

   ３ 略 

   ４ 略 

   ５ 略 

 

 

（出産手当金付加金） 

第６１条  略 

（１） 略 

（２） 略 

   ２ 略 

   ３ 略 

   ４ 略 

    

第６２条～第６６条の２ 略 

（別表１） 略 

 

附則 

（施行期日） 

第１条 この規約は、２０２３年９月１日から施行す

る。 

 

 

（２） 略 

（３） 略 

（４） 略 

   ３ 略 

   ４ 略 

   ５ 略 

 

 

（出産手当金付加金） 

第６１条の２  略 

（１） 略 

（２） 略 

   ２ 略 

   ３ 略 

   ４ 略 

   

第６２条～第６６条の２ 略 

（別表１） 略       

 


